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原口総務大臣殿 

提言 

 
効果的かつ効率的な世界最先端のモデル「地域主権」を実現するため、 

早急にＩＴ活用を検討する専門チームを組み込んだ体制作りを行うべき 
 

２０１０年１月１９日 

電子地方政府構想委員会(CLIC) 

 

１． 提言の背景 

 

リーマンショックに端を発した経済の後退は瞬く間に世界を席巻し、デフレからの

脱却を目指す日本経済を停滞のなかに陥れている。このように経済活動のグローバル

化は国家の枠組みを超えて住民生活に大きな影響を与える存在となり、新型インフル

エンザ、環境問題、エネルギー問題、食糧問題、生活の安心と安全の確保など、国家

だけでは対応できない問題が次々と発生している。今こそ、住民の生活支援など地域

の問題を地域で解決していく力強い地域主権型社会の実現をめざして行動するときで

あり、その主役である自治体が市民の立場に立って仕組みづくりを行っていかなくて

はならない。 

 

しかし、この景気の低迷により自治体の税収が大幅に落ち込む事態となっており、

各自治体は新たな事業推進のための余力が無い状況に追い込まれている。無論、これ

まで自治体は手をこまねいていたわけではなく、すでに行政評価や民間委託の推進な

ど行政改革に積極的に取組んできている。地域主権を進める上では、これまでに無い

抜本的な方法でコスト削減を追求していく必要性に迫られている。 

また、景気の低迷は雇用環境の悪化を招いており、市民の生活を迅速に支援する仕

組みが求められている。特に弱い立場の者は行政の手続きにも暗く、申請主義を前提

とした行政手続きが、弱者をますます弱い立場に追い込んでいる。この申請主義を転

換し、弱い立場の市民を支援する仕組みが必要となっている。 

 さらに新政権の発足により、子ども手当ての支給、クリーンエネルギーを活用する

緑の分権改革など新たな政策が次々に実行されている。同時に地方分権改革も推進さ

れ、自治体の権限が増えていくことは地域主権の観点からも望ましいことであるが、

現場の事務を担う自治体の負担は増大するばかりである。このような課題を抜本的に

解決する手段の検討が急務である。 

 

 世界最先端のモデルである「地域主権」を目指す改革は、権限移譲に留まらず、広

域連合などの広域行政や道州制への移行という大きな地方制度改革へと向かっていく

だろう。そして、税と社会保障を結びつける共通番号制度、後期高齢者医療制度の見

直しと医療保険一元化、年金の一元化など、自治体の現場業務に対して大きな影響を

与える制度改革がこれから次々と始まろうとしている。このような大きな制度改革に
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耐えられる仕組みを、ＩＴという技術の活用も含めて、自治体および市民の立場から

制度設計しておかなくてはならない。 

 

２．自治体の現場業務とＩＴの関係 

 

自治体におけるＩＴの利用はすでに半世紀近い歴史があるが、１９８０年頃から日

本語やデータベースの技術が普及し、それまでの計算機としての姿から事務処理用の

コンピューターへと姿を変えた。以来、自治体の現場業務においては深くＩＴが浸透

しており、近年ではインターネット技術を含むＩＴが、自治体の内部業務のみならず、

自治体と市民との間の手続きやコミュニケーションの手段としても広く利用されるよ

うになっている。 

 

 このように自治体の現場業務・事務処理へのＩＴの浸透は３０年の歴史を持ってお

り、現在ではＩＴを前提として事務の効率的な運用が行われている。そのため軽度な

制度変更であっても、現場の事務運用を変更するだけでなく、ＩＴの改修・テスト・

本稼動への切替作業などを生じさせ、現場に大きな負担を及ぼしている。 

 

制度改革の主旨が正しくとも、現場事務の運用やＩＴの仕組みをよく理解せずに改

革を実行することは、かえって現場事務の混乱や無駄なＩＴの改修を生じさせ、自治

体の事務コストの増加につながってしまう。制度改革の主旨に則り、最も効果的な現

場事務の変更方法、最も効率的なＩＴの改修方法、最も負荷の少ない移行方法を検討

し、選択すべきである。そのうえで、制度改革の詳細を詰めていかなくてはならない。 

 

 場合によっては、個々の自治体で事務運用の変更とＩＴ改修をするよりも、複数自

治体で業務運用およびＩＴを共同化するほうが合理的でかつコストが低いということ

もありうるだろう。これまで自治体は、国の制度変更に対して、個々に運用やＩＴを

工夫しながら変更して対応してきた。長年によるこのような変更の積み重ねが、ＩＴ

の共同化への取組みを阻んでいる原因の一つとなっている。真剣にＩＴを共同化して

自治体のコスト削減を実行しようとするなら、制度を改革する時点で共同化の設計を

していかなくてはならない。 

 

 また、自治体が市民の立場に立ち、ＩＴを活用して市民にとって最も望ましい手段

を考えついたとしても、申請主義や個人情報保護の問題など、個々の自治体では解決

できない壁に突き当たって立ち往生してしまう。制度を改革する時点から、市民にと

っての利便性を考慮し、それを実現するための障壁を崩す制度改革も含めて検討して

いかなくてはならない。 

 

 地域主権の実現のためには、従来の制度を徐々に変更していくだけでは不可能であ

り、必ず大きな制度の改革を伴うものと想定される。このような機会を逃さず、制度

設計の時点から共同化・ＩＴ化の視点、さらに市民の立場に立った視点を持って検討

していくことができれば、自治体にとって最も負担の少ない効率的な仕組みができあ

がるとともに、市民にとっても最も望ましい行政の姿ができあがるだろう。 
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３．地域主権戦略会議のあるべき姿 

 

 以上のことを踏まえ、地域主権戦略会議のあるべき姿を整理すると、次の４つのポ

イントが重要である。 

 

（１）制度の新設や制度改革において、自治体の現場事務とＩＴの仕組みおよび市民

の視点を踏まえた上で、運用や移行作業も含めて効果的かつ効率的な方針や実

行案を策定すること。 

 

（２）地域主権の制度設計において、現場事務をよく理解している自治体関係者、自

治体の事務とＩＴの実務および市民の立場をよく理解している民間人、電子政

府・電子自治体の動向に詳しい学識経験者等、専門家グループが検討体制のな

かに組み込まれていること。 

 

（３）制度設計の早期から、自治体の負担を削減するためのＩＴ活用・共同化（クラ

ウド化等）の視点や、市民の立場に立ったサービス（特に弱者を支援するため

の告知型サービスなど）の視点を取り入れ、制度設計に活かしていくこと。 

 

（４）地域経済を再生し自治体の自主財源を強化するとともに、国全体の成長戦略へ

貢献するため、イノベーションを各地域で次々と起こして IT 活用で拡大して

いくような仕組みや制度の設計を行うこと。 

 

４．提言 

 

 これまでの論旨を踏まえ、「地域主権の実現」のために下記を提言する。 

 

地域主権戦略会議の下に、ＩＴ改革ワーキンググループを設置すべき

である。このワーキンググループでは、地域主権の制度設計において、

自治体の負担を最小限に、市民の利益を最大限にすべく、自治体の現場

事務およびＩＴ環境を踏まえた IT 活用案を答申する。また、現場での

問題が予見された場合には、速やかに制度改革の是正を勧告する。 

ワーキンググループの検討メンバーとして、ＩＴ活用に積極的な自治

体、電子政府・電子自治体に知見を持つ学識経験者、自治体のＩＴ活用

実務に経験豊富で市民の視点を持つ NPO や民間企業等のメンバーを参加

させるべきである。 
 

５．提言が実行されない場合の想定事例 

 

 すでに、制度改革とＩＴ活用の同期が取れないためにＩＴの共同化が普及しないこ

とを指摘したが、本提言が実行されない場合、他にどのような不都合が生じるのかに

ついて付言しておく。 



 - 4 - 

 

 例えば、税と社会保障で共通する番号を導入することが政権の大きな方針となって

いるが、税（所得税）と社会保障（年金等）を同じ番号でつなぐだけでは不十分であ

り、自治体の現場業務と市民の視点を理解せずに導入すると次のような問題を残した

ままにしてしまう。 

 

（１）自治体と外部機関（※）との非効率的なデータ連携 

自治体においては、住民税や固定資産税などの地方税を課税するために、外部機関

から課税根拠となる情報を入手している。しかし、共通番号がないために、現状では

紙で情報交換を行い、約１２００億円の無駄が生じている。 

自治体における無駄を省くために、所得税だけでなく、地方税の課税根拠となる外

部機関が保有する情報にも共通番号を付番し、自治体と外部機関とが電子データで連

携できるようにすべきである。 

 共通番号制度の導入において、このような視点からの検討をしなければ、自治体や

市民に年間１０００億円以上の負担をかけ続けることになる。 

※外部機関とは、税務署、法務局、軽自動車協会、運輸支局、日本年金機構、民間

企業などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無駄な申請手続きや利用者不在の電子申請 

市民サービスの向上のためには、市民の立場に立ち、共通番号の利用を軸に自治体

だけでなく国等関係機関も業務プロセスを改革することが必要である。下記は児童手

当の現況届の事務手続きであるが、共通番号が導入されれば市民の（毎年必要とされ

る）現況届手続きが不要となる。 

実際には現在でも基礎年金番号を活用すれば実施可能であるが、そのような発想で

の業務プロセス改革は何も検討されていない。また、具体的な市民の利用シーンを想

定しない電子申請システムを構築したために、ほとんど使われずに運用停止されると

いう事例もでてきている。自治体の現場業務や市民の視点からの検討がなければ、市

民サービス向上の機会を逃し、無駄な申請手続きが永遠と残る結果となる。 

 

 

児童手当の継続受給

のため、毎年６月に現

現況届を提出。提出

し忘れると受給はスト

ップ。これを電子申請

にしようというのが現

在の発想。 

・現況届 
・添付書類（年金加入証明書や健康保

険証など年金種別が確認できるもの） 

市町村市町村と日本年金機

構のデータ連携で年金

種別の確認が可能。市

民の届出は不要とな

り、市町村から当該年

度の受給額を通知する

のみ。 

   書 
・・・・・ 

現況届 
・・・・・ 

自治体では外部との

データ連携ができてお

らず、いまだに下記の

作業を実施。 
・データの二重入力 
・データの突合 

下記の方法で、シール

貼付による突合作業や

データのパンチ作業を

削減。 
・外部とのデータ連携 
・番号の統一化 

ある自治体で外部とのデータ連携や自治

体間の連携の一部について調査 

全国に敷衍すると、この部分だけで 
約１２００億円の無駄が推定される。 
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６．ご参考 電子行政サービスのあるべき姿 

 

 下記は昨年、政府へ提案した「電子地方政府の理想像」である。このような理想像

をベースに、地域主権の主旨にそったＩＴ活用を実行していくべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ワンストップ窓口サービス 
 

 国や地方が連携した包括的な電子行政サービスが可能となり、市民は住所変更

などの届出をこれまでのように添付書類を付して何箇所にも提出しないでよくな

る。 

申請届出や交付は電子化されるので時間や場所が特定されないで利用しやすく

なる。 

 

② 共同効率化センター 
 

 自治体と外部機関とのデータ連携のために中継センターを設置し、ここでデー

タの振分けやコード変換等を行い、データ連携を効率化する。 

全国共通の行政システムについては、全国の共通基盤として国や地方自治体が

共同で構築、運用する。市民は居住地域による格差が無くなり、全国標準の質の

高い行政サービスが受けられ、自治体は情報コストの大幅な削減となる。 

様々な行政の関連するシステムを連携することによって、業務間のデータ連   
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携が可能となり業務処理の大幅な効率化が図られる。 

 

③ 告知型電子行政サービス 
 

 これまでのような申請主義を排し、個人の情報を活用して、市民一人ひとりに

見合ったサービスを本人に直接告知し、行政手続きについて明るくない市民であ

ってもサービスが享受できる。 

 

④ 安心生活窓口 
 

 年金、医療、健康、福祉など、市民の視点から安心な生活に関わる情報を統合し、

市民が安心して生活できる支援体制を作る。 

 

⑤ 情報セキュリティの強化 

 

 不正アクセスや目的外利用、データ処理の正確性などを常時監視できる体制を強

化する。 

 市民は、本人に関する情報が正確であるか、いつ、だれが、どのような目的で利

用したかを確認することができる。 

 
 

以上 


